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第８回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成23年11月18日) 

 

   第 ８ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

平成23年11月18日(金曜日) 

            午前９時28分開議 

            午前10時49分休憩 

            午前11時０分開議 

            午前11時29分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 (1) 物品調達等に関する不適正経理再発防

止策の検証結果報告 

  ① 各任命権者検証推進本部等報告 

  ② 質疑応答 

 (2) ｢第３ 歳入確保と予算執行」につい

て 

 (3) ｢第４ 施策推進上改善または検討を

要する事項等」について 

――――――――――――――― 

出席委員(11人) 

        委 員 長 藤 川 隆 夫 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 松 岡   徹 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 髙 木 健 次 

欠席委員(２人) 

        副委員長 守 田 憲 史 

        委  員 村 上 寅 美 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 総務部 

       政策審議監 岡 村 範 明 

        人事課長 古 閑 陽 一 

 出納局 

  会計管理者兼出納局長 中 山   寛 

  首席審議員兼会計課長 田 上   勲 

 企業局 

   次長兼総務経営課長 古 里 政 信 

 病院局 

      総務経営課長 田 原 牧 人 

 教育委員会 

         次 長 松 永 正 男 

      教育政策課長 田 中 信 行 

 警察本部 

        警務部長 金 高 弘 典 

    参事官兼会計課長 田 上 隆 章 

――――――――――――――― 

監査委員事務局職員出席者 

         局 長 本 田 惠 則 

   首席審議員兼監査監 山 中 和 彦 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 井   隆 彦 

       議事課参事 小 池 二 郎 

――――――――――――――― 

  午前９時28分開議 

○藤川隆夫委員長 それでは、ただいまから

第８回決算特別委員会を開会いたします。 

 本日は、執行部から、物品調達等に関する

不適正経理再発防止策の検証結果の報告の申

し出がありましたので、報告を受けた後質疑

を行います。その後、第２回から第７回まで

の審査の取りまとめを行います。 

 それでは、これより各任命権者の検証推進

本部等から順次報告をお願いします。 

 まず初めに、検証全体について知事部局等

検証推進本部長から総括説明をお願いしま

す。 
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 初めに、中山会計管理者。 

 

○中山会計管理者 おはようございます。会

計管理者の中山でございます。 

 ことし４月から、不適正経理再発防止策の

取り組みについて、全庁的に検証を行ってま

いりました。今回の検証は、５つの任命権者

ごとに行っておりますが、その全体の概要に

ついて、私が代表して御説明したいと思いま

す。 

 お手元に、今月12日の検証委員会で決定さ

れましたそれぞれの任命権者の報告書５冊

と、それらを要約しました検証報告の概要が

あると思いますが、その概要版で説明させて

いただきます。 

 まず、１ページの検証の概要でございま

す。 

 検証の目的は、平成20年度のいわゆる自主

調査、それから平成21年度の会計検査院の実

地検査で明らかになりました本県の不適正な

経理処理の問題に関しまして、平成21年３月

に策定しました再発防止策の取り組みについ

て検証し、その成果と課題を明らかにして、

さらなる再発防止策の充実につなげるもので

ございます。 

 次に、検証の実施体制ですが、検証に当た

っては、企画、調査、評価といったすべての

プロセスに外部の目を入れて行うため、民間

の有識者、弁護士、公認会計士、税理士の３

名で構成する検証委員会を設置しまして、あ

わせて庁内組織として、それぞれの任命権者

ごとに検証推進本部等を設置して取り組んで

まいりました。 

 次に、検証の内容等ですが、大きくは２つ

の調査を行っております。 

 表の上の段ですが、再発防止策の取り組み

状況等としまして、再発防止策の取り組み状

況や職員の意識などについて、全所属を対象

とした調査を行っております。 

 表の下の段ですが、経理処理の状況としま

して、会計検査院の手法に準じた県の会計書

類と業者帳簿の照合による全数調査、悉皆調

査を行っております。 

 これらの調査内容、手法などのすべてにつ

いて、検証委員会の指導、助言のもとに審

議、決定していただいております。なお、検

証委員会は公開を原則としております。 

 次に、調査の対象としましては、年度は

21、22年度でございます。これは再発防止策

策定以降であります。対象機関は、県すべて

の306所属、対象業者は、県と物品納入等の

取引実績がある6,360業者です。対象費目

は、一般需用費及び備品購入費であります。

対象件数は、約16万件としております。これ

は支出命令件数でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 続きまして、検証の結果でございます。 

 まず、再発防止策の取り組み状況調査の結

果でございます。 

 再発防止策の取り組み状況につきまして

は、すべての所属で取り組みを進められてい

たことが認められました。 

 職員の意識改革、資質向上、物品調達・物

品管理システムの見直しなど、大きく５つの

項目に区分して取り組んでおります。 

 次に、職員の意識調査でございます。 

 結果としましては、おおむね９割以上の職

員に再発防止策が浸透していることが認めら

れましたが、まだすべての職員に浸透してい

るとまでは言えない状況でございました。こ

れは、再発防止策に一部否定的な回答を行っ

た職員が見受けられたためでございます。 

 次に、不適正な現金等、不適正な備品相当

品等について、全所属で調査を行いました

が、いずれも認められませんでした。 

 続きまして、経理処理状況調査でございま

す。 

 まず、業者帳簿の提出状況でございます。 

 調査へ協力があった業者は96.8％、帳簿の

提出があった業者は86.2％、照合可能な業者
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帳簿の提出があった業者は82.4％でございま

した。 

 ３ページをお願いいたします。 

 次に、経理処理状況調査の結果でございま

す。 

 調査は、県の会計書類と業者帳簿により、

物品名、金額・数量、納品日の３項目を照合

しております。なお、業者帳簿の提出がなく

照合できなかったものについては、県の会計

書類や備品などの確認を行っております。 

 照合の結果は表のとおりでございますが、

平成20年度の自主調査で明らかとなった裏金

や私的流用につながるおそれのある預け金、

差しかえなどは認められませんでした。 

 一方、平成21年11月に会計検査院から新た

に指摘された翌年度納入、前年度納入など、

合計で53所属、189件、約554万円の経理処理

の誤りが確認されております。 

 これらは、いずれも公務上必要な物品を購

入し、購入した物品はすべて公務に使用され

ており、私的流用は認められませんでした。 

 ４ページをお願いいたします。 

 上の表では、年度別の件数や金額を比較し

ており、平成21年度に比べて22年度はかなり

減少しております。21年度の件数が多いの

は、再発防止策が実施される以前の20年度に

物品の納入などが行われたものが入っている

ためでもあります。 

 下の表には、経理処理誤りの背景、要因を

記載しております。 

 納品検査の不徹底や発注時の所属長等への

確認の不備などが多く見られております。 

 続きまして、検証委員会からの評価と提言

でございます。 

 まず、評価でございますが、再発防止策の

職員の意識改革、資質向上、物品調達・管理

システムの見直しなど、各取り組みについて

確認できたとされております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 この結果、裏金や私的流用につながるおそ

れのある預け金、差しかえなどの不適正な経

理処理が認められなかったことは、県庁全体

が一丸となってさまざまな改善に取り組んで

きた成果とされております。 

 しかし、前年度納入などの経理処理が確認

されたことから、経理処理に関する職員の認

識の甘さや組織的チェック体制が十分でない

などの課題も明らかになっております。 

 これらは、預け金、差しかえなどとは性質

が異なり、また減少してきているとはいえ、

会計規則に照らすと必ずしも適正な処理とは

言えず、さらなる是正に向けて取り組まなけ

ればならないとされております。 

 また、職員の意識調査で、いまだ意識の低

い職員が存在するといった事実を課題とし

て、改善に向けて取り組まなければならない

ともされております。 

 次に、提言でございます。 

 検証委員会からは、具体的には３つの提言

がされております。まず１つは、再発防止策

のさらなる徹底、２つは、再発防止策の充実

強化に向けた取り組み、３つが、今後の県民

への説明責任などであります。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ６ページには、再発防止策の充実強化に向

けた具体的な取り組みを記載しております。

ごらんいただきたいと思います。 

 以上が検証結果の概要でございますが、詳

細につきましてはそれぞれの任命権者の各課

長が御説明いたしますので、よろしく御審議

いただきますようお願い申し上げます。 

 

○藤川隆夫委員長 引き続き、説明を求めま

す。 

 知事部局、田上会計課長。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 会計課長の田

上でございます。 

 知事部局等の検証結果について、お手元の

報告書により説明をさせていただきます。 
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 初めに、会計管理者の総括説明と重複する

ところにつきましては省略をさせていただき

まして、私の方からは、調査結果の概要の再

発防止策の取り組み状況調査の結果及び経理

処理状況調査の結果を中心に説明をさせてい

ただきます。 

 それでは、２ページをお願いいたします。 

 検証体制でございますが、まず、検証委員

３名の方々でございます。 

 それから、体制図をごらんいただきたいと

思います。 

 知事が検証委員会に委嘱しまして、庁内の

検証推進本部は、検証委員会の指導、助言の

もと、再発防止策の取り組み状況調査及び経

理状況調査の２つの調査を取りまとめ、委員

会に調査の結果を報告し、委員会で所属の実

地調査をいただき、調査結果の評価をされた

上で、委員会から検証結果を知事に報告をい

ただいたところでございます。 

 それでは、続きまして５ページをお願いい

たします。 

 検証の経過でございます。 

 委員会は、４月13日に第１回を開催し、11

月12日に６回まで開催をされています。その

間に、実地確認あるいは最終確認、そして、

ここには記載しておりませんが、意見交換会

や勉強会などを開かれるなど、委員には、精

力的に、そして厳正に公正な目で行っていた

だきました。この報告書についても、細部に

わたって詳細に見ていただいております。 

 それでは、調査結果の概要でございます。

６ページをお願いいたします。 

 まず、再発防止策の取り組み状況調査の結

果でございます。取り組み状況につきまして

は、６ページから９ページに記載してござい

ます。 

 再発防止策は、５つの項目で取り組みを進

めてまいりましたが、その内容、実施状況に

ついて、主な取り組みを申し上げます。 

 ６ページのⅠの職員の意識改革、資質向上

では、所属長、管理監督者、実務担当者など

に対して、公務員倫理、法令遵守研修や会

計・物品管理事務の研修の実施、あるいはま

た必修研修として、全所属での研修の実施、

それから、会計事務、物品管理、入札契約の

手引、マニュアルの改訂なども行っておりま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 Ⅱの物品調達・物品管理システムでは、納

品検査体制の見直しとして、納品検査は、発

注の係とは別の係の職員が現物確認を行うこ

ととしております。 

 情報公開の拡大として、随意契約の結果を

県のホームページで公表いたしまして、公平

性、透明性を高めております。 

 また、意思決定の明確化として、見積書の

徴取の前に書面による購入伺を作成いたしま

して、所属長の決裁を義務づけたところでご

ざいます。 

 次に、８ページのⅢの予算執行システムで

は、緊急対応予算措置として、備品購入等の

予備費的な予算措置あるいは流用手続の弾力

化などの見直しを行っております。 

 続きまして、９ページでございますが、Ⅳ

の指導・検査体制では、出納局が行います全

地方支出機関、159機関でございますが、そ

の機関に対する検査を、３年に１度の実施か

ら、すべての機関の検査を実施いたしており

ます。 

 監査につきましても、再発防止策の取り組

み状況について、重点化した監査の実施、抜

き打ち的な随時監査を積極的に実施されるな

ど、監査の充実強化が図られております。 

 Ⅴのその他では、内部通報委員の拡充、処

分の指針の改正、国庫補助のあり方等につい

て取り組んでおります。 

 具体的な取り組み状況は、後の方の26ペー

ジから40ページに記載しておりますので、ご

らんいただきたいと思います。 

 それでは次に、職員の意識調査でございま
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す。10ページでございます。 

 今回の意識調査は、職員の公金取り扱いの

意識、経理知識の現状、再発防止策の浸透の

度合いを把握するために実施したものでし

て、全職員4,392人を対象に、無記名方式に

よる任意のアンケート調査といたしました。 

 回答状況は、本庁、地域振興局、その他の

出先機関のすべてから、90.1％の職員の回答

があったところでございます。 

 その調査結果については、次の11ページ、

さらには、円グラフで41ページから45ページ

に記載をいたしております。 

 全体的には、それぞれ18の設問を設けてお

りますが、それに対しまして「そう思う」

｢ややそう思う」というような肯定的な回答

をした職員がおおむね９割以上となっており

まして、いわゆる意識が浸透していることが

認められました。 

 ただ、｢ややそう思わない」｢そう思わな

い」という回答をした職員も見られまして、

特にここの設問８の不適正な経理処理、預

け、差しかえは許されないとの設問に対し、

｢そう思わない」｢ややそう思わない」と否定

的な回答をした職員が52名いましたが、いま

だ意識の低い職員が存在しており、これにつ

いては、委員会の評価の中でも、課題として

改善に取り組まなければならないとされてい

るところでございます。 

 次に、経理処理状況の調査でございます。

14ページでございます。 

 まず、業者帳簿の提出結果でございます。 

 業者帳簿の提出につきましては、本県と取

引のあります県内外の物品納入業者の方に任

意での協力依頼を行ったものでございます。 

 表をごらんいただきたいと思います。 

 対象業者が6,360業者で、何らかの協力が

あった業者は6,157業者で、96.8％でござい

ました。このうち、帳簿の提出があった業者

は5,482業者で、86.2％、また、照合可能な

帳簿の提出があった業者は5,238業者で、82.

4％でございました。 

 なお、帳簿の提出がなかった業者、675業

者、10.6％、全く無回答の業者が203業者、

3.2％ございました。 

 なお、未提出の理由を確認したところ、下

段の円グラフのようになっております。提出

をしなかった主な理由につきましては、次の

15ページに記載をいたしております。 

 提出をしなかった主な理由としまして、個

人の農家等で帳簿を作成していない、あるい

は一部のホームセンター、自動車販売会社か

らは、大量の伝票から県の取引のみを取り出

すのは物理的に不可能とか、また、帳簿には

民間との取引、原価、仕入れ先などの内部情

報が記載されており、外部には出せないなど

の理由がございました。 

 次に、16ページをお願いいたします。 

 経理処理状況調査の結果でございます。 

 経理処理状況調査では、会計検査院の手法

に準じ、県の会計書類と業者帳簿により、物

品名、金額・数量、納品日の３つの項目を照

合しております。 

 調査結果については、表にありますとお

り、対象件数約６万4,000件、対象金額が約

40億7,600万円のうち、経理処理に誤りがあ

ったものとして、合計で38件、111万9,000円

となっております。 

 その結果については、前回の自主調査で裏

金や私的流用につながるおそれがあるとして

調査した、アとして、預け金、差しかえ、そ

れから、21年11月の会計検査院から指摘をさ

れましたイの一括払い、翌年度納入、前年度

納入、そして、ウ、その他の３区分に整理を

しております。 

 個々の結果については、まず、裏金や私的

流用につながるおそれのある預け金、それか

ら差しかえについてはゼロで、認められませ

んでした。 

 17ページをお願いします。 

 一括払いについてもゼロで、認められませ
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んでした。 

 次に、翌年度納入と前年度納入について

は、これは、自治体の会計が、会計年度独立

の原則、単年度主義、予算主義をとっている

ため、３月31日を基準として、物品の納入さ

れた年度と支払われた年度は同じになるもの

でございますが、翌年度・前年度納入は、そ

れらの会計処理年度の違いによるものでござ

います。 

 まず、翌年度納入は、１件、２万8,633円

が確認をされました。これは、物品が翌年度

以降に納入されているのに、現年度に納入さ

れたこととして代金が支払われたものでござ

います。 

 その例をこの中に掲げております。簡単に

申し上げますと、これは農業研究センター・

畜産研究所の事例でございまして、種牛の精

液採取に使用しますゴム内筒というものを、

平成21年度の納入期限として12個発注をいた

しまして、実際納品されたのが、21年度の年

度末に３個、それから、残りの９個が翌年

度、新年度になっての４月に９個が納入をさ

れたというケースでございます。 

 これは、納入場所が事務所から遠く、また

年度末の多忙であったというところから、納

品検査を納品伝票の確認のみで済ませまし

て、現物確認を行わず、12個すべてを21年度

の予算で代金を支払ったというものでござい

ます。 

 この事例は、本来、平成21年度の支出負担

行為、契約行為でございますけれども、４月

に納品された９個分は減額変更いたしまし

て、３個のみを支払い、22年度に改めて９個

分の支出負担行為を行って支払うという必要

があったものでございます。 

 続きまして、前年度納入でございます。 

 前年度納入は、34件の101万566円が確認を

されました。これは翌年度納入とは逆になる

ものでございます。その事例を４つほど挙げ

ておりますが、時間の都合で代表的な２つを

説明させていただきます。 

 まず、１番目の上の障がい者支援総室でご

ざいます。 

 これは、平成21年３月にゴム印を発注し納

品をされておりましたが、年度末の事務が立

て込んでいたということで支払いがおくれま

して、新年度の21年度予算で代金を支払った

というものでございます。 

 それから、一番下の水産研究センターの例

でございますけれども、これは、調査船用に

平成21年３月に納入されましたプロパンガス

のガスボンベ20キログラム代が、４月検針分

のガス代と一緒に請求をされましたために、

誤って３月分を４月分とまとめて平成21年度

予算で代金を支払ったというケースでござい

ます。 

 これらの事例は、本来、過年度支出という

制度がございまして、この制度で平成21年度

の予算の趣旨変更、予算を確保して手続を行

って支払うという必要があったものでござい

ます。 

 その他としまして、３件、８万49円が確認

をされました。これは、いずれも過払いによ

るものでございます。 

 事例を２つ挙げておりますが、１つ、総務

事務センターの例を申し上げますと、これ

は、平成21年10月から12月まで毎月３冊の定

期刊行物が発行されておりまして、その図書

の代金として９冊分、３カ月分まとめて請求

がありましたので、９冊分支払いましたけれ

ども、実は12月については２冊しか発行され

ていなかったということで、１冊分多く支払

っていたという事例でございます。 

 これも、納入の際は必ず現物確認をしまし

て、受領書を業者に返却いたしておりました

が、後日提出をされた請求書、納品書に誤り

があると思わずに、誤って支払っていたとい

うケースでございます。 

 なお、この過払いにつきましては、３件と

も既に業者から返納済みでございます。 
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 これらの物品等につきましては、報告書の

46ページ、47ページに年度別一覧ということ

で区分をいたしております。所属から物品

名、金額、それから発生年度、主な要因とい

うものを、ここに一覧表で記載をいたしてお

ります。 

 それでは、また戻っていただきまして、19

ページをお願いいたします。 

 19ページは、知事部局等の部局別を一覧で

記載をいたしております。 

 該当所属数が14所属で、そのうち本庁が５

所属、８件、11万4,000円、出先機関が５所

属、20件、83万7,000円、地域振興局が４所

属、10件の16万7,000円となっております。

合計で38件の111万9,248円となっておりま

す。 

 それでは、20ページをお願いいたします。 

 経理処理状況調査結果の分析を行っており

ます。ページの中段の「次に」と記載してい

るところをごらんいただきたいと思います。 

 今回判明をいたしました経理処理の38件に

ついて、その主な背景、要因について分析を

いたしましたが、その背景、要因は、納品検

査の不徹底、それから物品購入伺を所属長に

決裁を経ないなど、発注時の所属長への確認

の不備、職員の支払いおくれ、または業者か

らの請求おくれでございました。そのほか、

職員の会計規則等の知識の不足が見られたと

ころでございます。さらに、そのほとんど

は、今申し上げました要因が複合的に重なり

発生したものでございます。 

 また、これらの38件の事案は、出先機関に

多く発生しておりまして、発生時期の方も、

業務が集中し錯綜いたします年度末の３月に

多いことがわかりました。これらは、いずれ

も公務上必要な物品を購入し、購入した物品

はすべて公務に使用されており、私的流用は

認められないことが確認をされました。 

 それでは、21ページをお願いいたします。 

 今回の検証の調査と、それから自主調査、

年度別等による比較でございます。 

 自主調査、それから会計検査院の実地調

査、今回の検証による調査の比較では、上段

の比較表になります。 

 表の中で、自主調査につきましては、これ

は平成20年度自主調査を実施したわけであり

ますが、金額として9,471万6,000円が判明し

ております。それから、平成21年度に会計検

査院の実地検査の指摘がございましたが、こ

ちらの方は4,601万7,000円判明をいたしてお

ります。そして、今回の検証による調査は、

先ほど来申し上げておりますように、14所属

38件の111万9,000円でございます。 

 なお、会計検査院の実地調査につきまして

は、平成14年度から平成19年度までの農林水

産省及び国土交通省所管の、この２省庁のみ

の補助事業に係る事務費に対しての検査が実

施されたものでございます。 

 それから、逆になりましたけれども、前回

の自主調査は、平成15年度から平成20年度ま

での預け金、それから差しかえ、これは一般

需用費による備品相当品の取得、公用として

不適切な物品等の取得を対象として調査を実

施したものでございます。 

 次に、中段の会計年度別の件数及び金額の

比較でございます。 

 21年度が27件、それから22年度が11件とな

っておりまして、年度間を見ますと減少して

おります。 

 また、発生年度別に見ますと、一番下の表

になりますが、21年度の27件のうち25件は、

再発防止策が実施される前の20年度に物品の

納入が行われたものでございまして、組織的

にもまだ十分対応ができていない時期に発生

したものでございます。 

 次に、22ページから、委員会からの評価と

提言でございます。 

 これにつきましては、先ほど管理者の方で

説明を申し上げましたので、省略をさせてい

ただきます。 
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 以上で知事部局の検証結果の説明は終わら

せていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○田中教育政策課長 教育政策課の田中でご

ざいます。 

 教育委員会の報告書について御説明いたし

ます。別冊、教育委員会分でございます。 

 当初の経緯や検証の進め方、それから再発

防止策の取り組み状況等につきましては、知

事部局と同様でございますので、説明は省略

させていただきます。 

 調査結果等、知事部局と異なる部分を中心

に説明いたします。 

 まず、14ページをお願いいたします。 

 意識調査の結果についてでございます。 

 14ページ中ほど、イ、職員の意識調査の１

段落目、２段落目に記載のとおり、全体的な

傾向といたしましては、ほぼ知事部局と同様

でございます。しかし、３段落目、また以下

に記載のとおり、一部設問で、行政職と教育

職に有意の差があり、公金取り扱い意識ある

いは経理処理に係る知識について、教育職職

員の方が低いという結果が出ております。 

 次に、18ページをお願いいたします。 

 経理処理状況調査の結果についてでござい

ます。 

 上の表にありますとおり、合計の対象件数

６万9,051件、このうち経理処理に誤りがあ

ったものとして143件、428万5,000円となっ

ております。 

 これらにつきましても、知事部局同様、経

理処理の誤り143件のすべてについて、検証

委員の皆様に現地での確認あるいは書類での

確認、また所属長からの聞き取り等を行って

いただき、確認いただいたものでございま

す。 

 結果は、18ページの中ほど以下に記載のと

おり、預け金及び差しかえは０、次の19ペー

ジになりますけれども、一括払いも０件、翌

年度納入が２件、20ページの前年度納入が

130件、その他が11件の合計143件となってお

ります。 

 翌年度納入及び前年度納入につきまして

は、内容的には知事部局と同様のものでござ

いまして、一部納品がおくれて、納品が年度

を超えてしまったもの、あるいは支払い漏れ

等の原因で、支払いが翌年度になってしまっ

たものなどでございます。 

 その他につきましては、20ページから21ペ

ージに具体的に記載しておりますとおり、必

要な経理処理手続を行わずに樹木の消毒作業

等を依頼し、施工完了後に分割して支払った

ものなど、すべてここに記載の事例ですが、

４所属、11件の事例が確認されたところでご

ざいます。 

 これらの事例につきましては、いずれも経

理知識の不足や経理処理に関する意識の甘さ

から発生したものでございます。 

 検証結果の分析についてでございますけれ

ども、22ページ、３段落目のとおり、裏金や

私的流用につながるおそれのある預け金及び

差しかえは今回の調査では認められず、確認

された143件のすべてが経理処理の誤りであ

ることを検証委員に確認いただきました。 

 経理処理の誤りについては、そのほとんど

が県立学校において発生し、発生時期も、年

度末の３月に多い結果となっております。 

 23ページをお願いいたします。 

 ２番目の表、発生年度別の件数、金額のと

おり、今回の経理処理の誤り143件のうち104

件については、再発防止策が策定される前の

平成20年度に物品の納入があったものでござ

いまして、再発防止策が実施された平成21年

度以降は、平成21年度38件、22年度１件と、

大きく減少をしております。 

 次に、24ページをお願いいたします。 

 これらの結果に対して、検証委員からいた

だきました評価と提言についてでございま

す。 
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 24ページ中ほどより少し下に「この結果」

という書き出し以下に記載されております

が、前回の自主調査で明らかになった裏金や

私的流用につながるおそれのある預け金、差

しかえ等の不適正な経理処理は認められなか

ったものの、経理処理の誤りについても、さ

らなる是正に取り組まなければならないと評

価をいただいております。 

 最後に、25、26ページの再発防止策につい

てでございます。 

 知事部局と共通する取り組みに加え、教育

委員会独自の取り組みといたしまして、25ペ

ージの一番下に記載しておりますけれども、

教育職を含めたすべての職員に対する研修を

充実することとしております。これは、先ほ

ど説明しましたとおり、教育職の意識・知識

率が低いという状況にあることを踏まえたも

のでございます。 

 また、26ページの４に記載していますとお

り、年々減少しているとはいえ、経理処理の

誤りが多かったということを踏まえまして、

全県立学校の校長、事務長への周知徹底、全

県立学校の経理担当者、事業担当者に対する

直接指導を早急に実施することとしておりま

す。 

 報告書は以上でございますが、今後ともよ

り適切な経理処理が行われるよう、引き続き

取り組んでまいります。 

 教育委員会からの説明は以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○田上参事官兼会計課長 警察本部の参事官

兼会計課長の田上でございます。 

 それでは、お手元の警察本部の報告書に基

づきまして御説明いたします。 

 報告書の１枚目をめくっていただきまし

て、目次の１の経緯から３の調査結果の概要

の(1)の再発防止策の取組状況等調査まで

は、先ほどの知事部局からの説明とほぼ同じ

内容でございますので、説明は省略させてい

ただきます。 

 15ページをお願いいたします。 

 15ページの②の経理処理状況調査の結果に

ついて御説明いたします。 

 一番上の表に、調査対象としました平成21

年度と22年度の支出命令件数及び支出金額、

また経理処理に誤りがあった支出命令件数及

び支出金額について記載しております。 

 調査対象としましては、２カ年度の合計支

出件数が２万5,999件、支出金額が約20億

9,700万円となっております。この中で、経

理処理に誤りがあったものとしまして、８

件、約13万6,000円を確認しております。 

 経理処理に誤りがあった内容につきまして

は、預け金や差しかえといった裏金や私的流

用につながるおそれのあるものは一切ありま

せんでした。 

 16ページの一番下の表に記載しております

前年度納入事案が、５所属の６件、金額で13

万3,607円、17ページのウ、その他として整

理しました事案が、２所属の２件、金額が

2,342円となっております。 

 この前年度納入事案は、いずれも施設や車

両の修理に係るものでありまして、物品購入

に係るものはありませんでした。 

 前年度納入の事例としまして、17ページの

上の表に２件の事例を記載しておりますが、

いずれも前年度に修理等が終了したものの、

会計手続が行われておらず、代金が未払いと

なっていたものにつきまして、翌年度になっ

て会計手続を行い、支払ったものでありま

す。この前年度の未払い分を支払う際に必要

な過年度支出としての手続がとられていなか

ったというものであります。 

 次に、その他として整理したものについて

御説明いたします。 

 17ページの下の表に、その他の事例として

記載しておりますが、１件目は、通信指令課

の事案でございます。 

 ヘリコプター関係施設の清掃に使用します
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溝さらえを購入したものですが、この代金

を、一緒に購入したほかの品物の代金に上乗

せして支払ったというものでございます。 

 この溝さらえを購入することについては、

何ら問題はないものでありますが、担当者

が、配分された予算では購入できないものと

勘違いしたこと、また、購入できるものであ

るか否かにつきまして、会計の担当者等に相

談、確認をしなかったことなどから、このよ

うな誤った手続に至ったものでございます。

担当者の会計知識が乏しかったことが大きな

原因と考えております。 

 なお、この溝さらえにつきましては、現在

も使用されていることを確認しております。 

 次に、牛深署の事案でございます。 

 公用車のオイル交換に際しまして、当初交

換に必要なオイルの量を４リットルと見込ん

でおりましたところ、実際は2.5リットルで

済んだものの、業者が４リットルのまま請求

したため、会計手続につきましても、当初見

込んだ４リットルのままで行い、過払いとな

ったものでございます。担当者の納品検査の

不徹底から生じた誤りであると考えておりま

す。 

 なお、過払いとなっていた1.5リットル分

の代金は、ことしの９月に業者から返納させ

ております。 

 最後に、19ページの経理処理状況調査の分

析でありますが、今回判明しました経理処理

の誤りの主な背景、要因につきましては、19

ページの中ほどの「次に、これら８件の事案

について」で始まります行以下に記載してお

ります。 

 納品検査の不徹底、物品購入伺を所属長に

決裁を受けていないなど、発注時の所属長へ

の確認の不備等であり、今回のすべての事案

が、これらの要因が複合的に重なり発生した

ものでありました。 

 なお、これらの事案につきましては、20ペ

ージの一番下の表にあります発生年度で見ま

すと、平成20年度３件、21年度に５件発生し

ております。 

 県警では、コンプライアンスの徹底方策と

しまして、平成22年３月31日に、警察本部会

計課に会計企画指導室、室長以下６名体制を

新設しまして、会計部門を担当する職員に対

しての直接的な指導や各所属からの質疑への

対応、また幹部職員や事業を担当する職員に

対する教養や事務指導等を行わせるなど、会

計業務につきまして、指導体制の充実及び組

織的支援の強化を図ってまいりました。 

 今回の検証では、この指導・教養体制を強

化しました22年度以降には、不適正な経理は

認められなかったところでありますけれど

も、今後、現在推進中の施策にあわせて、検

証委員会の委員から提言をいただきました施

策にも取り組み、再発防止のさらなる徹底を

図っていきたいと考えております。 

 警察本部からの報告は以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

 

○古里次長兼総務経営課長 お手元の資料、

企業局関係の資料をお願いしたいと思いま

す。 

 まず、１ページでございます。１ページ下

の方になりますが、(2)の部分でございま

す。 

 企業局におきましては、平成20年の自主調

査の結果、不適正な事務処理が行われていな

いことが確認されましたが、知事部局等の取

り組みに準じまして、不適正な事務処理を発

生させないための取り組みを実施しておると

ころでございます。 

 調査の結果概要については、６ページ以下

に記載しております。申しわけありません

が、10ページをお願いしたいと思います。 

 10ページ中段の②再発防止策の取り組み状

況等調査結果の分析の欄でございます。 

 アの再発防止策の取り組み状況調査でござ

います。最初の丸でございますが、職員の意
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識調査のところでございます。 

 研修を通じて職員の意識、知識が向上して

いるものの、研修内容の充実等について、改

善の余地があると、意識調査の結果から認め

られているところでございます。 

 続きまして、11ページをお願いいたしま

す。 

 ウの不適正な現金等、備品等のところでご

ざいます。 

 これらにつきましては、いずれも認められ

なかったことにより、適切に処理されている

と考えるとされているところでございます。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 ②の経理処理状況調査の結果をごらんいた

だきたいと思います。 

 そこの調査対象となりましたのは、②の表

にありますとおり、1,408件でございます。

さらに、表の右のとおり、経理処理に誤りが

あったものはございませんでした。 

 次に、③の調査結果の分析でございます。 

 ③の７行目のところになりますが、預け金

及び差しかえは認められませんでした。ま

た、一括払い、翌年度納入及び前年度納入等

もないことが確認されております。 

 最後になりますが、15ページの評価と提言

をお願いしたいと思います。 

 企業局の取り組み等につきましては、(1)

の評価の第４段落でございますが、委員から

一定の評価をいただいておりますが、(2)の

提言、①にありますように、今後も継続して

再発防止策のさらなる徹底を行うとともに、

知事部局と連携しながら、さらなる推進に努

めるようにとの御提言をいただいているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

 

○田原総務経営課長 病院局でございます。

お手元の病院局の報告資料をお願いいたしま

す。 

 経緯と検証の概要につきましては、前の説

明と重複いたしますので、省略させていただ

きます。 

 調査結果の概要でございますが、まず８ペ

ージをお願いいたします。 

 ８ページに、職員の意識調査の結果を載せ

ております。 

 概して「そう思う」｢ややそう思う」とい

う肯定的な回答が多かったわけでございます

が、例えば設問６にございますとおり、物品

購入に当たっては、公金を取り扱っていると

の意識を常に持っているかというふうな問い

に対しまして、｢どちらともいえない」とい

う職員が２人いるというふうな結果でござい

ます。まだ意識が低い職員がいるとの結果で

ございます。 

 続きまして、13ページをお願いいたしま

す。 

 13ページに、経理処理状況調査の結果を載

せております。 

 私ども、1,731件の支払い伝票等がござい

まして、一応それを照合いたしました結果、

経理処理に誤りがあったものはございません

でした。そのほか、預け金、差しかえ、一括

払い、翌年度納入、前年度納入、その他を含

めまして、一応そういったものはなかったと

いうふうな結果をいただいているところでご

ざいます。 

 これを受けまして、評価と提言でございま

すが、15ページでございます。 

 一応提言の中に、病院局全体が一丸となっ

て組織的かつシステム的に再発の防止に取り

組んでいくことが、県民に信頼される病院づ

くりにつながるというふうに考えるというふ

うな御提言をいただいております。 

 今後とも、不適正な経理処理が発生しない

よう、知事部局等と連携しながら、適正な経

理処理に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 
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○藤川隆夫委員長 以上で報告が終わりまし

たので、質疑に入ります。質疑はありません

か。 

 

○城下広作委員 意識調査を実施したとき

に、警察本部だけは代表で400名というふう

にしたということですね。これは理由は、ま

あ業務上の部分で対応できないということで

やったということなんでしょうか。 

 

○田上参事官兼会計課長 会計課長です。 

 県の場合には、インターネットでよろず申

請本舗というのがございますけれども、県警

の場合にはそういうものがございませんで、

警察の方で、各出先の警察署の方でも一つ一

つペーパーでとりまして、それで送るという

ふうな手はずをしております。 

 それで、非常に全体をすれば数が多いとい

うことと、もう一つは、警察の場合には、こ

ういった会計手続をやりますのは、いわゆる

一般職員といいまして、約400名ぐらいおり

ますが、この人たちが主にやるものですか

ら、この一般職員の者と、それから実際に会

計手続をやっている一般職員と、それから警

察官の方と合わせてということで、職員の約

１割をとれば十分意識的なものはわかるんじ

ゃないかという判断で実施しております。 

 

○城下広作委員 結構です。わかりました。 

 それで、各部局共通するという中に、やっ

ぱりちゃんと認められているように、何とい

いますか、公金であるということの意識を、

どちらとも言えないとか、そうは思わないと

いう人が現実にいるということと、ある部局

には、どちらかというと極端にそういう人が

多いという、まさに今教育の部分とかありま

したけれども、こういう部分を――真剣にそ

う思っているのであれば大変問題で、何か不

満があってそう思っているのか、正直にそう

いう気持ちで思っているのか、よくその辺

を、まあ無記名ですからわかりませんけれど

も、しっかり存在しているというわけですか

ら、そこの意識改革をやっぱり本当に、皆さ

んが指摘されているとおり、今後の課題とし

て大事だと思いますので。 

 具体的にはここを――研修も、ある意味で

はもうやらなくてもいいというような回答、

答える人も中にはいるわけですから、この辺

をまとめるというのは結構根深いものが逆に

あるのかなということで、まあ私的流用はな

いけれども、公金という意識が、やっぱりそ

う思わないとかというような形ではっきり答

えられるというのは、その辺はちょっとやっ

ぱり大変心配するところだなというふうに思

っております。それを一括してといいますか

ですね。 

 

○髙木健次委員 今お話しのとおり、１割近

くがまだ意識が低いという、どの課において

も結論が出ているようですけれども、大変こ

れはゆゆしき問題じゃないかなというふうに

思っております。やっぱり公金ですから、そ

の意識というのは非常に持ってもらわない

と、県民からしても、非常に心配されること

じゃないかなというふうに思っております。 

 この、何というんですか、再発防止策です

ね。21、22年度は大分減ったということで、

やっぱりこの防止策の効果というのも出てい

ると思うんですよね。これは、ずっとまた

23、24年と、これからも――まあ減ってきて

いるといえども、やっぱりずっとこれから継

続してやるということでいいんですか。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 今委員から御

指摘がありましたように、やはり１割近くが

まだ意識が低いといいますか、そういう職員

が事実今回のアンケート調査でわかりました

ので、これまでも法令遵守研修、その他いろ

んな研修を通じて職員の意識の浸透を図って
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まいりましたけれども、さらにその研修の充

実強化を図って、そういう職員がなくなるよ

うに努力をしていきたいというふうに考えて

おります。 

 

○髙木健次委員 今答えがあったとおり、ゼ

ロになるまでこれはやっぱり、何らかの場

面、いろいろなときにやっぱり研修をやって

いただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 関連してですけれども、再発

防止、まだその意識がなかなか、あと１割ぐ

らいの職員さん、まだなかなか十分じゃない

という部分がありましたけれども、再発防止

策の中で、検査を22年度は全庁の支出機関全

部やったということであります。これは継続

してやっていくということでよろしいんです

か。やっぱり検査をやっていかないと、なか

なかそういった意識の職員の方もいらっしゃ

るので、ゼロになるまで、今の話じゃありま

せんけれども、そういった検査は徹底してや

っていくということで確認してよろしいんで

しょうか。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 これは、22年

度、21年度までは、３分の１の地方支出機関

の検査をやっておりました。22年度から、全

地方支出機関、地方支出機関といいますの

は、知事部局の出先機関、それから県立学

校、それから警察署、すべての県の出先の機

関を対象としております。 

 今後とも、この会計検査をやって、今回の

経理処理の誤りあるいは職員の意識の低いと

ころの部分についても、この検査でやってい

きたいというふうに思っております。 

 

○鎌田聡委員 特に出先のところでのやっぱ

り誤りというか、それも多いような御報告が

ありましたので、ぜひそういった検査を徹底

していただきたいと思います。 

 それと、もう１点よろしいでしょうか。 

 あと、業者帳簿をチェックされたというこ

とでございますけれども、調査に提出があっ

た業者が８割、86％ということで、それ以前

に、そもそもこの検証に協力をしないという

業者が４％ぐらいですかね、あるように――

協力した業者が96％ぐらいですから、あった

ということでありますけれども、なぜこれは

協力できない――その帳簿を出す出さぬの前

に、協力するしないで――何社か協力しない

ようですけれども、この理由を教えていただ

きたいと思います。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 すべての業者

に、今回文書で依頼をいたしました。その中

で、連絡がつかない業者というのはいらっし

ゃいました。あるいは、全くその回答がなか

ったという業者もございました。これが、今

委員がおっしゃっているように、約４％近い

――正確には3.2％でございますが、業者で

あったということでございます。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、連絡がつかないだと

か回答がなかったところに対しては、こうい

った再発防止策を――業者に対しても徹底し

なければならないと思いますけれども、その

点の対応はいかがなんでしょうか。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 今回、依頼す

るに当たりましては、私ども、その文書だけ

じゃなくて、出てこなかったところに対して

は、再度文書でお願いするなり、あるいは電

話でお願いするなり、あるいは直接訪問をす

るなりして、最大限の努力はしたつもりでご

ざいます。 

 今後、この提出協力につきましては、入札

参加資格登録の申請に際して、今回のような

調査があります場合は協力をしていただくと

いうことで指導しておりますので、さらに、
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そういうことで指導を徹底していきたいとい

うふうに考えております。 

 

○鎌田聡委員 そういったやっぱり指導も必

要だと思いますし、もうちょっと聞きたいの

が、この協力しなかった業者の中で、預けと

か差しかえとかやっていた業者も入っている

んでしょう。そこはわかりませんか。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 今回は、全く

預け、差しかえという裏金につながるあるい

は私的流用につながるおそれのあるものは認

められませんでしたので、この…… 

 

○鎌田聡委員 以前。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 自主調査のと

きですか。 

 

○藤川隆夫委員長 今のは、個々に協力がで

きない業者が、以前、不適正な経理にかかわ

っていたかどうかがわかるかどうかという話

です。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 済みません、

手元にちょっと資料がございませんので、確

たることは申し上げられませんが、全くなか

ったということではないようでございます。 

 

○鎌田聡委員 多分何社かあったんじゃない

かなとは予想されますけれども、先ほど言わ

れていましたように、今後、再発防止策の中

にも、指名停止などのペナルティーを明確に

したということでございますので、やっぱり

そういった双方に――こちらもしない、向こ

うにもさせないという、双方やっぱりお互い

に徹底していかないといけないと思いますの

で、その点の業者に対する協力なり指導も強

力にお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○松岡徹委員 ２つ。１つは、職員の意識調

査関係ですけれども、公金を取り扱うという

自覚の問題と、会計年度独立、単年度主義の

その理解ですたいね。そこら辺は、どっちの

方、まあ両方なんだろうけれども、どうなん

ですか、そういう会計年度独立の原則とか、

そういうのさえも余り周知していない、理解

していない職員もいるわけですか。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 職員意識の公

金取り扱いの意識、これは先ほど意識調査の

中でも、ほぼ肯定的に浸透して、９割以上で

ありますので、その辺はありますが、一部に

まだ認識が乏しい職員もいるということもご

ざいます。 

 あと、経理知識、今おっしゃいました単年

度主義なり会計年度独立の原則、この知識を

どうかということでございますが、今回の研

修の中でも、十分その基本的な会計の知識は

研修の中で図ってきたつもりでございます。 

 ただ、結果的には、まだ知識が不足、理解

をしていないという職員もいたのも、この意

識調査の中でも事実でございます。 

 今後は、そういう職員も、そういう会計知

識の向上に向けて、今回の提言の中にもござ

いますし、その強化に取り組んでいきたいと

思っています。 

 

○松岡徹委員 その意識、自覚の問題と仕組

みそのもの、これは両方関連して、やはり両

方備えていかないとやっぱりすき間ができる

というかね。 

 委員長、もう１つ、最初に報告された概要

の３ページですけれども、要するに、調査対

象が、これでいきますと、92億1,544万3,000

円ということになるわけですね。さっきもあ

ったように、報告もあったし、鎌田委員から

もあったけれども、帳簿が出たのは大体86％

ぐらいかな。それから、10％以上帳簿が出て
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いないと。それで、額にすると、この92億

1,500万円の中でどのくらいの割合になるん

ですか。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 この３ページ

が、金額ベースで92億1,500万となっており

ます。そのうち、照合できたものが81億300

万でございます。率にしまして大体88％。残

り、照合ができなかったものが12％の11億

1,100万でございます。 

 

○松岡徹委員 それで、この不正経理の問題

が明らかになってから、知事を先頭に、皆さ

ん方の努力は大変認めるんですけれどもね。

にもかかわらず、結果としては、額にすれば

11億余が、いわば不明というかな、はっきり

しないわけですよね。そうすると、うがった

見方をすれば、そこの部分に預けや差しかえ

は含まれていないのかというようなことは懸

念されるわけですね。 

 それで、どうなんですか、この問題は、ま

あ、きょうの報告がありましたけれども、こ

れで一応了としていきますし、議会にもそう

お願いしたいということなんですか。それと

も、11億余りの――これについては、やっぱ

り私は、このままでは県民には納得はいただ

けないと思うんですよ。11億以上が帳簿未提

出でわかりませんというようなことはいかが

かなと思いますので、そこら辺はどうでしょ

うか。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 実は、この未

提出の部分につきましては、まずは全所属

で、会計書類でこういうものの購入伺があっ

たのか、ちゃんと会計書類上で確認をいたし

まして、かつ、そして現物があったかないか

を現物確認もさせていただいております。そ

ういうことで、各所属からは何も認められな

かったということで回答をいただいておりま

す。これにつきましては、この表については

委員会で御指導をいただきまして、承認をい

ただいております。 

 

○松岡徹委員 承認をいただているというの

は、これはもうこれでしようがないというこ

とで承認をいただいているということです

か。 

 

○藤川隆夫委員長 今の点に関してなんです

けれども、やっぱり帳簿を提出できない理由

というのが５つほどありますけれども、この

中で、どういうぐあいの割合になっているか

というところまでは把握されていますか。今

の11億が、どのようなベースでここの５つに

振り分けられるのかというのが把握されてい

るかどうか。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 その内容につ

いて、詳しくは、業者名あるいは物品名、そ

ういうふうにはちょっと今のところまだ分析

に至っておりません。それで、これからそう

いう費目別なり業者別なり、分析をしたいと

いうところでございます。 

 

○藤川隆夫委員長 ぜひそれはやっていただ

ければというふうにも思います。 

 

○松岡徹委員 やっぱりこれは、まあ委員会

は了とされたかもしれぬけれども、私として

は、やっぱりさらなる努力が必要じゃないか

なと思いますけれども。答弁は要りません

が、そういうふうに意見としては述べておき

たいと思います。 

 

○岩下栄一委員 蒸し返すようですけれど

も、さっき髙木委員から１割未回答の話があ

りまして、９割はそれなりの意識があるんだ

と、１割が未回答だと。まあ、任意ですか、

これは無記名ということですけれども、私

は、その意識の問題もさることながら、協力
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する意思の問題だと思うんですよ、職員の。

このことは、同時に、職務に――公金の問題

だけじゃなくて、職務に対する、何というか

な、意思というのが欠落しているんじゃない

かと。１割の職員のそういう意思が欠落して

いるということは、これはゆゆしい問題なん

ですよね、公金意識だけじゃなくて。この点

がちょっと気になりました。 

 それと、出先機関でいろいろあるというこ

とですけれども、やっぱり出先まで行きます

と、現場というか、取引業者とか何かの間の

なれ合いが発生する確率が高いんじゃないか

という意識があるんですけれどもね。本庁だ

と、いろいろ監視の目というよりも、周囲の

思惑や目がありますからあれですけれども、

出先になりますと、それがちょっと薄らい

で、なれ合いが発生するんじゃないかという

危惧はあるけれども、その点どうですか。 

 

○古閑人事課長 １点目の方のお答えでござ

いますが、確かに委員御指摘のように、そも

そも公務員としての自覚が欠けている部分が

あろうかと思います。 

 ですから、その点につきましては、不適正

経理とあわせまして、いわゆる法令遵守と

か、広くコンプライアンスにつきまして研修

をさせていただいているところでございま

す。今後も、なお一層研修を徹底させていた

だきたいというふうに考えております。 

 

○藤川隆夫委員長 ほかにはありませんか。 

 

○松田三郎委員 もう大体終わり方だったで

すか。済みません、ちょっと一言だけといい

ますか、この期間、膨大な時間と労力と、そ

のほかいろいろ使われて、まあどちらかとい

うと、携わられた方々の、わくわくするよう

な作業じゃないでしょうし、テンションが上

がらない、私に言わせれば、余り生産性もな

いような、こういうかけなければならないと

いう状況も大変だなと思いながら、携わられ

た方々に、心より御苦労さんでしたと、まず

は申し上げたいと思います。 

 恐らく職員の皆様も、ルールは守らなけれ

ばならない、ルールを破ってはいけないとい

うのは当然、一般社会、ほかのこともそうで

しょうが、この会計原則、会計ルールについ

てもそうだと思います。 

 ただ、いろいろな事例の中で、一部感じた

ことは、ルールをきっちり守っていればいい

のか。ルールをきっちり守ったがゆえに事務

が滞る、あるいは特に研究所とか現場に近い

ところは、ルールを守ったがゆえに、逆に直

接接する県民の皆様に対するサービスが滞っ

てしまったというようなことも、幾つか過去

にあったような気がいたしております。 

 そうであるならば、目的と手段が逆になら

ないように、大もとの、それだったら実態に

合うようにルールを変えるべきであるだろ

う、ただ、すぐにルールが変えられないので

あるならば、運用を可能な範囲で弾力的にや

っていくべきだろうというようなところがも

ちろん必要だと思います。 

 例えばこのアンケート、今までの議論にや

や水を差すようでございますが、公金意識と

いうのは、なかなか実は頭ではみんなあって

も、365日毎日毎日仕事をなさっていると、

毎日毎日公金意識を持とう持とう持とうとい

う職員さんはそうたくさんおんなはらんどと

思うとです、逆に。だんだん麻痺してくる部

分もあるだろうし、あるいはアンケートだか

ら、本当はあんまりないんだけど、ある方に

つけとこうかというような方も――無記名だ

から、ないとも限らない。 

 ということは、片方で研修とか公金意識を

高く、あるいはコンプライアンスと、こっち

も必要でしょうけれども、その部署にだれが

来ても、公金意識が――仮にですよ、あんま

りない人が来ても、きちっとできるような客

観性を持たせたシステムというものが、やっ
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ぱり持続的には必要なんじゃないかと申し上

げて、しょっちゅうしょっちゅう研修をやっ

ても、それはなかなか――もともと、さっき

おっしゃった公務員意識なり公金意識があん

まり高くない職員には響かないわけでしょう

から、そういった方がその部署に来ても、き

ちっと不都合がないような、例えばここに書

いてあるマニュアル――あんまり好きじゃな

いですけれども、マニュアル化とか、あるい

は迷ったときのＱ＆Ａ集とか、あるいはそう

いった工夫、そっちの面での工夫というのも

必要だと思いますし、先ほど松岡委員の御発

言にもありましたように、例えば大もとであ

るこの制度を変えるというところでは、まあ

法律で明文化されているんでしょうけれど

も、いわゆる単年度主義というものがどうし

ても、もちろん一定の趣旨があって――これ

は何法ですか。会計法か何か……(｢地方自治

法｣と呼ぶ者あり)地方自治法、一定のもちろ

ん理由があって規定されていることでしょう

けれども、ややこれをかっちりやり過ぎての

限界とか不都合な部分もあるというのは、恐

らく皆様同じような感想じゃないかと思う。 

 特に、さっきおっしゃったように、同じお

金を出すのに、３月31日はよくて４月１日は

何で悪うなっとかなというのが、もしかする

と、教育委員会がおっしゃったように、現場

の学校の教育職の先生方は、そういう意識は

あんまりないんだろうと逆に思いますので、

そういった議論も――例えば改正の、まあ国

に向かっての、国会に向かっての提言も必要

でしょうし、大もとの民主党さんも、政権交

代しようというときに、非常にこの辺のこと

は、まあ国を主眼に置いてでしょうけれど

も、おっしゃっておられましたので、そうい

った点も必要なんじゃないかなと思って。全

然質問にはなっておりませんが、ぜひ意見と

させていただきたいと。 

 

○藤川隆夫委員長 今の意見は、確かにそう

いう部分はあると思いますので、ある意味、

会計管理に関して、システム化できるところ

はしていただくと。単年度の部分に関して

は、今おっしゃられたように、あると思いま

す。やっぱり弾力的に運用ができるような方

法を考えていただく必要があるかというふう

に考えております。 

 ほかには。 

 

○早川英明委員 関連ですけれども、今松田

先生の方から意見が出ましたけれども、ちょ

っと教えてください。 

 実際、この役所の会計年度というのは、支

払いは、前年度分を５月31日までに支払いま

すよね。その分についての帳簿はどうなりま

すか。今、知事部局の17ページのところに、

翌年度納入の事例がここに２つほど書いてあ

りますが、こういうやつが、３月31日にやっ

たやつを４月１日に払ったからということが

ありますけれども、実際は５月31日までは前

年度分で金は支払ってくるわけでしょう。そ

ういうやつの経理の仕方はどうなっています

か。ちょっと教えてください。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 ３月31日で切

りますと支払いができなくなりますので、４

月と５月、出納整理期間という期間を設けま

して、この間は前年度の支払いは可能になっ

ております。 

 今回のケースの中で、私が説明申し上げま

した前年度納入の中に１つ、ゴム印のところ

を申し上げましたが、これあたりの１つの例

は、納品が３月末にあって、支払いは、いわ

ゆる支払いする段階でおくれたものですか

ら、６月以降に支払っております。ですか

ら、４月、５月に支払えなくなったと…… 

 

○早川英明委員 ６月以降ということです

か。 
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○田上首席審議員兼会計課長 はい。ですか

ら、そういうケースがこの前年度納入にござ

います。あるいは、４月でも、もう新年度の

予算で支払っていたというものもございま

す。 

 

○早川英明委員 私は、５月いっぱいがこれ

は会計年度になっていますから、それは２カ

月間の余裕があるから、なぜこんな形になっ

たのだろうかとちょっと不思議に思ったわけ

ですよ。だからちょっとお尋ねしましたけれ

ども、６月、それも過ぎて……。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 出納整理期間

を過ぎて……。 

 

○早川英明委員 わかりました。 

 

○藤川隆夫委員長 ほかにはありませんか。 

 今、各委員の方から、職員の意識の問題を

初め、この帳簿精査に関しても、帳簿の提出

ができなかった業者がいるというような話も

出ております。引き続き、やっぱりこの部分

に関しては、きちっとしていっていただかな

きゃいけない問題だろうというふうに考えて

おりますので、その付近を反映させていただ

きながら、さらにきちっとしたチェック体制

をやっていっていただければというふうに思

っております。 

 それでは、これで質疑を終了いたします。 

 ここで、執行部退席のため、10分間休憩い

たします。 

  午前10時49分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時０分開議 

○藤川隆夫委員長 それでは、委員会を再開

します。 

 不適正経理再発防止策の報告に係る審議は

先ほどいたしましたけれども、この審議の内

容については、最終案に反映させることと

し、これより第２回から第７回までの審査結

果の取りまとめを行います。 

 まず、資料１についてですが、委員会報告

の章立てについてであります。 

 昨年と同様に、今年度も５章立てで作成し

たいと思っております。 

 内容については、資料１のとおりでありま

す。 

 次に、５章のうち、お手元にお配りしてお

ります資料２の「第３ 歳入確保と予算執

行」及び資料３の「第４ 施策推進上改善ま

たは検討を要する事項等」についてお諮りい

たします。 

 これは、各部局ごとの審査の中で、数多く

の指摘、要望がありましたが、各委員から出

された意見を中心に、できるだけ委員会の総

意となるよう留意しながら、より重点を絞っ

て取りまとめたものです。 

 また、個々に触れなかった項目につきまし

ては、委員会会議録に掲載されますし、当然

執行部においても改善、検討がなされるもの

と考えております。 

 まず「第３ 歳入確保と予算執行」は、総

論に当たる部分で、各部局に共通する重要な

点について取りまとめたものです。この部分

で本委員会の基本的な考えを示したところで

す。 

 次に「第４ 施策推進上改善または検討を

要する事項等」については、各論に当たる部

分ですが、各部局に関する事項について取り

まとめたものです。 

 それではまず、担当書記に朗読をさせま

す。 

 

○井議事課課長補佐 はい、朗読をいたしま

す。資料の２ページでございます。 

第３ 歳入確保と予算執行 

 次に、歳入確保と予算執行について申し

上げます。 

 まず、各会計における歳入の確保につい
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ては、県税の収入未済額が昨年に比べ２億

円減少するなど努力が認められるものの、

一般、特別両会計総計では、収入未済が

1,700万円余増加しています。引き続き貴

重な自主財源の確保と公平・公正の観点か

ら、組織をあげて徴収促進に取り組むよう

指摘したところであります。 

 次に、各会計毎の予算の執行について

は、危機的な財政状況の中、おおむね所期

の目的を達成したものと認められます。 

 しかしながら、各部局において事務的経

費の節減以外に不用額を出している事業が

多々見受けられますので、現場の状況を十

分把握し、限られた財源を効果的に活用す

るとともに、必要な施策に重点化を図り、

着実に推進するなど、予算の編成並びにそ

の執行の各過程にあって、さらに創意工夫

することを求めたところであります。 

 以上、平成22年度決算の全般的な事項に

ついて概括的に申し上げましたが、本県財

政は、一部改善の兆しも見られるものの、

いまだ危機的な状況にあることに変わりは

ありません。 

 また、県内経済は、緩やかな回復基調を

維持していると言われているものの、急激

な為替の変動や欧州不安による世界景気の

後退懸念など極めて厳しい状況で、歳入の

増加は期待できません。 

 一方で、少子高齢化への対策を初め、百

年に一度のビッグチャンスを生かす取組

み、景気・雇用対策、荒瀬ダムの撤去等多

くの課題を抱え、行政需要は今後ますます

増大していくものと予想されます。 

 知事、各種委員会の長及び公営企業管理

者におかれては、歳入面では、収入の確

保、資産の活用、未収金の早期解消等に努

めるとともに、歳出面では、一層の事務事

業の見直しと重点化を図り、今後とも、組

織一丸となって、財政再建と「くまもとの

夢」実現へ向け取り組むよう、求めるもの

であります。 

 以上でございます。 

 次、資料の４ページでございます。 

第４ 施策推進上改善または検討を要する

事項等 

 審査の過程において各委員から出されま

した施策推進上改善または検討を要する事

項について申し上げます。 

 まず、共通事項でございます。 

１ 収入未済の解消については、未収金対

策連絡会議における徴収ノウハウの共有

化や取組マニュアルの改定などにより、

適正な債権管理に向けた取組みがなさ

れ、成果も上がりつつあるが、歳入の確

保、負担の公正・公平の観点から、今後

とも債権管理を徹底するなど徴収促進に

努めること。 

 

２ 日頃から交通安全の取組みがなされて

いるが、職員による交通事故について

は、増加傾向にあることから、組織をあ

げて職員の交通安全に対する意識の高揚

を図るとともに、事故原因等に応じた具

体的な交通事故及び交通違反防止対策を

講じること。 

 次、企画振興部でございます。 

３ 県立劇場については、駐車場の入出庫

時に渋滞が生じていることから対策が講

じられているが、利用者の利便性向上の

ため、更なる改善に努めること。 

 

４ 電子申請システムの運営については、

費用対効果は大幅に改善されているが、

住民利便性の向上や行政コストの削減を

図るため、更に県民に対する周知を徹底

し、利用促進を図ること。 

 

【健康福祉部】 

５ 発達障害については、早期発見、早期

療育、早期支援が重要なことから、民間
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も含めた体制づくりに努めること。 

 

６ 特定疾患治療費補助については、国に

おいて所要額を確保し、地方の超過負担

の早期解消を図るよう、今後も国や関係

団体に対し要望活動を行うなど、県予算

の確保に努めること。 

 

【商工観光労働部】 

７ 中小企業従業員住宅については、債権

管理を徹底するとともに、目的外使用が

なされないよう適正管理に努めること。 

 

８ 中小企業は厳しい経営環境にあること

から、中小企業振興資金など中小企業の

資金需要には柔軟に対応する一方で、未

収金の回収については、公平・公正の観

点から、引き続き適切な対策を講じるこ

と。 

 

【農林水産部】 

９ 鳥インフルエンザや口蹄疫などの家畜

伝染病問題については、県内への侵入は

未然に防止しているものの、非常に深刻

な課題であり、家畜伝染病予防法の改正

も踏まえて、引き続き未然防止、検査体

制、防疫体制の強化など必要な措置を講

じること。 

 

【土木部】 

10 入札制度については、入札条件が厳し

いため県内業者が入札に参加できなかっ

た工事があるので、今後、競争の確保及

び県内中小企業の振興、育成の観点から

入札制度について検討すること。 

 

【教育委員会】 

11 育英資金貸付金等の未収金解消の取組

みについては、従前に比べかなり改善さ

れているが、今後とも、就労状況調査な

ど債権管理を徹底するとともに、非協力

的な者については法的措置も含めて対策

を講じること。 

 

【企業局】 

12 荒瀬ダム撤去に伴う経費については、

地域自主戦略交付金等の活用や撤去費の

コスト縮減により資金不足額が減少した

が、なお資金不足は解消されていないこ

とから、国に対して財政支援を強力に求

めるとともに、企業局においても経営努

力を行い、その解消を図ること。 

 

13 阿蘇車帰風力発電施設については、電

力供給実績は平成21年度から平成22年度

にかけて、14.5％改善しているものの、

依然として採算が取れない状況は変わり

ないことから、発電機器のトラブル防止

に十分配慮しつつ、更に稼働率の向上を

図ること。 

 

14 有明工業用水道事業については、経営

改善のため、竜門ダムの維持管理に係る

経費負担等について国の財政支援を強く

求めるとともに、関係部局との連携強化

を図り、工業用水需要の確保など、抜本

的な経営改善に努めること。 

 

【病院局】 

15 県立病院の医療の質の向上と更なる経

営改善を推進するとともに、熊本大学等

との連携により常勤医師の確保及び休止

病棟の利活用を図ること。また、一般会

計からの繰出金が減少するよう運営に努

めること。 

 以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員長 この案について、御意見

はありませんか。 
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○池田和貴委員 済みません、全体的なとこ

ろでございます。 

 ３ページにございます２段落目の「知事、

各種委員会の長及び公営企業管理者におかれ

ては、歳入面では、収入の確保、資産の活

用、未収金の解消等に努めるとともに」と書

いてございますが、この資産の活用の中で、

県は、年間数千億のお金を扱うわけでござい

ますが、この扱うお金の運用によって、やは

りその利息とか、そういったものが生じてお

ります。 

 今回の決算委員会を通じて、私質問させて

いただきましたが、資金運用が、昨年が0.8

ぐらいの運用実績だったのが、0.4ぐらいに

実は落ちております。それで、数千万のやは

り収入が少なくなっておりますので、この資

産の活用の中にそれが入っているのかどうか

わかりませんが、そこの資金の運用も、当然

もう少し知恵を私は絞っていただいて、少し

でも県の資金を活用しながらの収入増も会計

の方には頑張っていただきたいということ

を、ぜひ書き加えていただきたいと思ってお

ります。 

 

○藤川隆夫委員長 ほかには。 

 

○早川英明委員 これは全般的なことですけ

れども、先ほど松田委員の方からもお話がご

ざいましたけれども、自治法の中で、会計年

度がもう固定されているということでござい

ますけれども、この点について、それを柔軟

にするというのはなかなか難しいことかもし

れませんけれども、私は、ずっと第１回目か

ら、この決算の中で、それぞれの部局の中

で、この資料の２ページにもありますよう

に、事業がそれぞれ不用額を出しているのが

多いと、結局繰越額が相当多いというような

ことで、特に農業関係、土木は多いというこ

とでありますけれども、これはやはり単年度

会計ということで、まずそれが一つの要因だ

ろうというふうに思いますが、やはり県全体

を眺めてみますと、４月から３月で会計が終

わっていい部もあるでしょうけれども、私

は、土木とか農林部あたりは、それぞれ国と

のかかわり合いもございますので――会計の

その月を変えられはせぬわけですたいね。 

 実際、土木部とか農林部あたりは、その補

助金というのは、22年度から大体全廃になっ

て交付金という形でなされますけれども、そ

の交付金そのものが、４月には来ずに、６月

あるいは11月という、ずっと年度を通して１

年間のその年の終わりに来るわけですね。そ

うすると、その金で３月いっぱいに事業をせ

ないかぬということになれば、当然繰り越し

というのはかなり出てくるのは、これはもう

当たり前のことであって、それをここで指摘

をしても、私は、なかなかこの問題について

は、抜本的な解消がない限りは、毎年毎年同

じ繰り返しじゃなかろうかなというふうな感

じでおります。 

 先ほどの不適正経理も、これもそれに私は

絡んでくるんじゃなかろうかなというふうに

思いますけれども、そこらあたりは、やはり

熊本県独自ではできないとしても、やっぱり

何か工夫をしていかんといかぬとじゃないか

なというふうな気がいたしますけれども、こ

こではもう答弁とかなんとかはありませんけ

れども、私はそんな気がしますがね。 

 これは、毎年毎年、そういうあれで、この

会計年度でいけば、この決算でどれだけ指摘

しても、やむを得ぬ金が出るのがこれはもう

普通ですよ。11月に補正が来る事業もありま

しょうし、そうしたら、12・１・２・３、４

カ月ですよ。そうすると、もう大半が繰り越

しですよ。だから、私は、この１年１年のサ

イクルをその部ごとにでもやっぱり決めてや

ったら、まだおたくたち会計もしやすいだろ

うし、そういう帳簿上もうまくいくんじゃな

いかなという、そのような思いがしましたか

ら、もうここでは――ただ、私は、意見とし
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て聞いとってください。 

 

○藤川隆夫委員長 何かありますか。意見と

いう話だったけれども、田上会計課長、何か

あるですか。先ほど言った地方自治法で決ま

っているみたいな話だったので、ここを変え

ればこれができるのかどうかを含めて。 

 

○田上首席審議員兼会計課長 実は、この問

題は、全国的な問題として、議題として上が

っておりますし、それぞれ先生方の御意見も

お伺いしました。 

 実は、国の方では、これについて検討しよ

うという動きはございました。しかしなが

ら、余りその後は進んでいないというふうに

聞いております。ですから、もちろんこれは

官庁会計、地方自治体だけじゃなくて、国も

同じでございますので、そういう課題があ

る、問題があるということは国も十分認識は

しております。 

 しかしながら、なかなか法律改正なり――

国は会計法、それから県の場合は自治法の改

正とか、そういう法律改正がどうしてもネッ

クになっているかというふうに私個人的には

思っておりますけれども、ただ、あと確かに

不用額も出ておりますし、それから、今回の

経理処理の誤りも、やっぱり年度越え、そこ

がどうしてもネックになっているのは事実で

ございます。 

 あとは何らかの工夫をして、あるいはシス

テマチックにそこを回避するような手だてが

ないのかどうか、これから私どももそこは十

分認識をして、検討することができる部分は

検討していきたいと思っていますし、システ

ム的には、今回の提言にもございましたよう

に、システムの見直し、システムの強化、組

織的なチェック、そういうものが上がってお

りますので、そこを十分検討していきたいと

いうふうに思っております。 

 

○藤川隆夫委員長 ほかには何か。 

 

○松岡徹委員 これはなかなか意見が一致せ

んかもしれぬけれども、決算だから、歳入を

どう確保するために努力がされたかというの

は大事な視点でですね。 

 ただ、決算委員会のときも、税務課長にも

僕はちょっと聞いたように、それが、例えば

国税徴収法の差し押さえ禁止財産との関係と

か、換価の猶予とか、あるいは国税庁が出し

ている通知による個々の実情に基づくとか、

そういう点から見ると、やっぱり行き過ぎた

徴収というのがかなり見られるわけですね。

それは、本会議での総務部長答弁でも、その

点については、そういった点もあったと認め

ているようなわけで、私が決算委員会の審議

を通じて一つ感じたのは、そういった点を留

意するというのはやはり大事な柱じゃないか

なと思いますので、文言的にもそういったも

のを入れていただく必要があるんじゃないか

なと。 

 また違った角度から、決算審査についての

議長会の議員必携なんかを細かくチェックし

てみると、例えば歳出の審査の留意事項のと

ころで、幼児、老人、心障者などに対する福

祉対策が十分に効果を上げているかという

か、いわゆる地方自治体のやっぱり歳入、歳

出だから、地方自治法第１条に基づく視点と

いうのが、やっぱり大事な点が盛られている

わけね。 

 最終的には、決算の討論で私なりの意見は

述べようと思っておりますが、一応……(｢討

論のあっとね」と呼ぶ者あり)これはまだ後

の話たい。 

 

○藤川隆夫委員長 ということは、先生、結

局、この委員会で報告をしますよね。それに

対して、委員が討論というのは…… 

  （発言する者あり) 

○城下広作委員 全部名を連ねて議決したと
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きにちょっと、名を連ねないかぬから…… 

 

○松岡徹委員 だけん、もちろん――きょう

議決があるかと思ったけど…… 

 

○藤川隆夫委員長 きょうは議決は…… 

 

○松岡徹委員 ないからね。 

 

○藤川隆夫委員長 それはしません。 

  （発言する者あり) 

○城下広作委員 そういうときでしょうね、

だけんやっぱり。ただ、本会議でどうだこう

だというのはちょっと難しい……。 

 

○藤川隆夫委員長 本会議ではどうなるのか

なと。ちょっと調べてみますけれども、先生

が委員外だったら、当然あってしかるべき話

なんだけれども…… 

 

○松岡徹委員 それは当然できるんですよ。

それは、自分が賛成したら反対討論はおかし

いけれどもね。今度の本会議の……(発言す

る者あり)それはあなた方の同意は得られぬ

かもしれぬけれども、もちろん歳入の強化に

努めるというのは大事なことだけれども、や

はり行き過ぎもあると。 

 

○藤川隆夫委員長 それはわかります。た

だ、これは書くときに、行き過ぎたという書

き方をすると、非常に逃げ道になる可能性が

あっとですよね。要は、払わぬでもよかとい

う意識になってしまう可能性があるけん、や

っぱりその部分はちょっと書き込むのは非常

に難しいと思います。 

 

○城下広作委員 そこはうまいところ、いわ

ゆる適切にとか、いろいろ対処しようという

形の意図がそこの部分ということなんでしょ

う、結局。 

 

○藤川隆夫委員長 そうです。 

 

○城下広作委員 行き過ぎというのを適切に

とやると、何もかもとるという話じゃないよ

という、そこで大分逃げて、やんわりしたり

してですね。 

 

○藤川隆夫委員長 一応は松岡委員の話はよ

くわかりました。(発言する者あり)それはよ

くわかっとるです、それは。 

 

○松岡徹委員 言うとかんとな、それは。 

 

○城下広作委員 意味はよくわかりますよ。 

 

○藤川隆夫委員長 先生の言う意味はようわ

かっとですよ。 

 何かほかにあるですかね。よかですか。 

 

○松田三郎委員 すぐ終わります。いいです

か。 

 これは、項目の数とかは、例年こんぐらい

なものですか。15項目かな。 

 

○井議事課課長補佐 去年は18でございま

す。 

 

○松田三郎委員 まあ、ちょっとボリューム

とか、もちろん前年度、例年どおりしてくだ

さいという意味じゃないんですけれども、ち

ょっとボリューム的に、あるいは一つ一つも

ちょっとシンプル、淡白過ぎるかなという感

じがして。 

 １つだけ、５ページの５、健康福祉部、確

かにこういう発言をしましたし、もっともな

ことでありますが、発達障害については、発

見、療育、支援が重要なことから、民間も含

めた体制づくりに努める、これは、まあ不十

分ながらそういう方向に今やっているところ

 - 23 -



第８回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成23年11月18日) 

でしょうから、もうちょっと何か、まああり

きたりの表現で結構でございますが、引き続

きとか、さらにとか、あるいは、ここに入れ

るのはどうかわかりませんが、民間もそうで

すが、県庁の中でも、例えば教育委員会も重

要なポジションを占めるでしょうし、そうい

ったところをちょっと膨らませて何か記述を

していただければと。あとは委員長に一任い

たします。 

 

○藤川隆夫委員長 わかりました。 

 ほかには何か。 

 

○渕上陽一委員 済みません、６ページの教

育委員会のところは、文章的というようなこ

とはあんまり私は思わないですけれども、今

回決算委員会に入らせてもらって、各部局で

未収金の対策というのは本当に御苦労されな

がらやられているというのはよくわかったわ

けでありますし、また、景気も左右するとい

うのはわかるわけでありますけれども。 

 育英資金が平成17年度に県の方におりてき

たと。当時は、育英貸与と修学貸与があった

と。平成21年に、育英資金貸与の方は保証人

が２人おられた、修学貸与の方は１人だった

と、それで合わせて１人になったということ

で、今日まで見とったら、２人保証人の育英

資金の方と１人の修学貸与では10％ぐらい違

うということで、これが21年度に要は条例で

決まって、22年度からでありますから、実際

やはりここは、もちろんとることをしっかり

やれということよりも、こっち側で、いや、

もう保証人を２人つけようじゃないかとやっ

た方が――10％上げるというのは、やっぱり

なかなか今差が出ているだけでも、修学と育

英で10％未収金の解消をするのが――もうは

っきり分かれとるわけですから、24年、25年

になってきたら、もっと大変になってくるだ

ろうというふうに思っております。 

 ここは、もう一回しっかりその状況を見

て、まあ状況を見らぬでも、今の段階でもは

っきりわかっとるわけでありますから、今す

ぐ変えろということはできぬでしょうけれど

も、やっぱりそこら辺はこっち側でもとりや

すく、とりやすくというか、貸すときのこと

をしっかりやってやるべきだろうというふう

に思いますけれどもね。 

 

○藤川隆夫委員長 確かに、今言った保証人

を２人にという話、確かにそうするととりや

すくはなりますよね。ただ、保証人がなかな

かつきづらい部分が逆にあるのかなという気

もするんですよ。 

 

○城下広作委員 委員長、そうなんですよ。

保証人２人というのは、なかなか今なる人が

いないという部分で、物すごく逆に今度は借

りにくくなるという裏腹もあるんですよ。そ

れは、かなり今保証人ではみんないろんなと

ころで四苦八苦しています。１人なるのもや

おいかんと。２人になると、なおさらハード

になって、２人の状況をクリアしなさいとい

うと、なかなか貸し付けの部分では足がとま

ってしまうというのは、これもやっぱりある

んですね。 

 

○松岡徹委員 育英資金、これは、僕は、こ

の前議案が出たので――実際行ってないで奨

学金をもらっていたケースがありましたね。

これを法的に措置をとるのは賛成したけれど

も、私がいろいろ取り扱ったというか、相談

を受けたケースで、やっぱり今大学を出て

も、やたらいい就職がないんですよ。また、

あったとしても非正規でね。だから、何とい

うか、返せない状況にある。だけども、法的

措置の通知が来るわけですたいな。 

 だから、このいわゆる非協力的なものにつ

いてはという、法的措置という限定つきでは

あるけれども、私は、まあこれもあなた方の

同意は得られぬかもしれぬけれども……(発
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言する者あり)大体今世界の体制は、いわば

給付型奨学金なんですよ。いわば貸与型で、

利子までつけてという、この世界第３の経済

大国で、まあそこまで言うとちょっとあれだ

けれども、そういうのも確かでね、法的措置

なんていうのは、やっぱり僕はちょっと同意

できないので、一言意見としては申し上げて

おきます。 

 

○藤川隆夫委員長 わかりました。 

 この件に関しましても、いろんな意見があ

るようですので、文言の整理等をさせていた

だきながら、できれば、本当言うと全会一致

で、全員の賛成をもって提出したいんですけ

れども、そういうふうな方向へ努力はいたし

たいと思っておりますけれども……(発言す

る者あり)まあ、確かに非常にバランスがや

っぱり難しいと思うんですよ。結局、そこの

線引きが非常に難しいと思います。だから、

それを文言でどういう形で整理するかという

と、さらにこれをちょっと――非常に難しか

っですよね。だから、その部分を含めて、ち

ょっと検討させていただきたいと思います。 

 

○池田和貴委員 文言の部分で、６ページな

んですが、企業局、｢荒瀬ダム撤去に伴う経

費については」云々というのがございます。

この３行目、｢国に対して財政支援を強力に

求めるとともに」とありますが、これは、当

議会は、約束の履行を求める意見書を採択し

ているとですよね。 

 

○藤川隆夫委員長 そうです。 

 

○池田和貴委員 そう考えると、ここの表現

は…… 

 

○藤川隆夫委員長 変えたがよかね。それは

賛成。 

 

○池田和貴委員 もう少し変えた方がいいん

じゃないかと私は思っているんですけれども

ですね。 

 

○藤川隆夫委員長 はい、了解しました。 

 それともう１点、私からあるのは、電子申

請システムのところで「費用対効果は大幅に

改善」と、大幅には改善しとらぬと思うとで

すよね、大体。これは改善したというのは、

全然使っていないところに比べて大幅に改善

しただけの話であって、システム的には、こ

の費用対効果が大幅に改善とは言えないと思

うので、これは削除したいんですけれども

ね。改善はされているがということで、よろ

しいですか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫委員長 ほかに何かありますか。

よかですかね。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫委員長 それでは、本日の審議の

結果を踏まえて、次回の委員会で委員長報告

(案)を提案することといたします。 

 次回は、第９回委員会となりますが、11月

29日火曜、本会議終了後ただちに開会し、決

算の認否及び委員長報告(案)の審議を行いた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 それでは、これをもちまして第８回決算特

別委員会を閉会いたします。御苦労さまでご

ざいました。 

  午前11時29分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  決算特別委員会委員長 
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